
七尾市告示第５号 

 

七尾市一般廃棄物処理業許可事務等取扱要綱を次のように定める。 

 

令和５年１月１６日 

 

                    七尾市長  茶 谷 義 隆 

 

七尾市一般廃棄物処理業許可事務等取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３

７号。以下「法」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４

６年政令第３００号。以下「政令」という。）、七尾市廃棄物の減量化及び適正処

理に関する条例（平成１８年七尾市条例第３６号）及び七尾市廃棄物の減量化及

び適正処理に関する条例施行規則（平成１８年七尾市規則第３３号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、一般廃棄物処理業に係る許可事務等について必要

な事項を定めるものとする。 

（一般廃棄物収集運搬業の許可の申請） 

第２条 法第７条第１項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようと

する者は、規則第１６条第１項第１号に規定する一般廃棄物収集運搬業許可申請

書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する必要な書類は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 申請者が個人の場合 

  ア 収集運搬業事業計画書（様式第１号） 

  イ 申請者等に関する書類 

   (ｱ) 申請者及び政令で定める使用人の住民票の写し（本籍（外国人にあって

は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に規定す

る国籍等）の記載のあるもの）（３月以内に取得した原本） 

   (ｲ) 申請者及び政令で定める使用人が法第７条第５項第４号に規定する欠

格条項に該当しないことを確認する書類（成年被後見人及び被保佐人に該



当しない旨の登記事項証明書及び欠格条項に該当しない者である旨の誓約

書（様式第３号）をいう。） 

  ウ 経理的基礎に関する書類 

   (ｱ) 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法（新規許可申請の場合

に限る。）（様式第４号） 

   (ｲ) 資産に関する調書（様式第５号） 

   (ｳ) 直前３年の所得税（納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの）及

び直前１年の当市が課税する市税に関する納税証明書（３月以内に取得し

た原本） 

  エ 営業等に関する書類 

   (ｱ) 組織図（廃棄物処理の部署が記載されたもの） 

   (ｲ) 従業員名簿（様式第６号） 

   (ｳ) 契約事業所一覧表（様式第７号） 

  オ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類 

   (ｱ) 事業所及び事業場付近の見取図 

   (ｲ) 使用車両一覧表（様式第８号） 

   (ｳ) 車両（前面及び側面又は斜め前方及び斜め後方から撮影し、車体に表示

するべき申請者の氏名又は名称及び「七尾市許可」の文字に加え、許可番

号下二桁の数字が確認できるもの。ただし、新規許可申請の場合には許可

後速やかに表示すること。）及び収集運搬容器写真（３月以内に撮影したカ

ラーのもの）（様式第９号） 

   (ｴ) 保管・積替え施設の図面、面積等計算書及びカラー写真 

  カ 事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類 

   (ｱ) 自動車の自動車検査証の写し 

   (ｲ) 重機の売買契約書又は自主検査記録表 

   (ｳ) 車両保管場所、保管・積替え施設の設置場所の登記事項証明書、公図（又

は地積測量図）（３月以内に取得した原本） 

   (ｴ) 事業の用に供する施設を借用している場合には、賃貸借契約書等使用権

原を証する書類の写し 

 (2) 申請者が法人の場合 



  ア 収集運搬業事業計画書（様式第１号） 

  イ 申請者等に関する書類 

   (ｱ) 登記事項証明書（履歴事項全部証明） 

   (ｲ) 定款又は寄附行為（原本証明したもの） 

   (ｳ) 役員及び政令で定める使用人の住民票の写し（本籍（外国人にあっては、

住民基本台帳法第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるもの）（３

月以内に取得した原本） 

   (ｴ) 役員及び政令で定める使用人が法第７条第５項第４号に規定する欠格

条項に該当しないことを確認する書類（成年被後見人及び被保佐人に該当

しない旨の登記事項証明書及び欠格条項に該当しない者である旨の誓約書

（様式第３号）をいう。） 

  ウ 経理的基礎に関する書類 

   (ｱ) 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法（新規許可申請の場合

に限る）（様式第４号） 

   (ｲ) 決算報告書（直前２年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書（販

売費及び一般管理費、売上原価が損益計算書の中で一式計上されている場

合には、その内訳書）、株主資本等変動計算書、個別注記表） 

   (ｳ) 直前３年の法人税（納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの）及

び直前１年の石川県が課税する法人県民税及び当市が課税する市税に関す

る納税証明書（３月以内に取得した原本） 

  エ 営業等に関する書類 

   (ｱ) 組織図（廃棄物処理の部署が記載されたもの） 

   (ｲ) 従業員名簿（様式第６号） 

   (ｳ) 契約事業所一覧表（様式第７号） 

  オ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類 

   (ｱ) 事業所及び事業場付近の見取図 

   (ｲ) 使用車両一覧表（様式第８号） 

   (ｳ) 車両（前面及び側面又は斜め前方及び斜め後方から撮影し、車体に表示

するべき申請者の氏名又は名称及び「七尾市許可」の文字に加え、許可番

号下２桁の数字が確認できるもの。ただし、新規許可申請の場合には許可



後速やかに表示すること。）及び収集運搬容器写真（３月以内に撮影したカ

ラーのもの）（様式第９号） 

   (ｴ) 保管・積替え施設の図面、面積等計算書及びカラー写真 

  カ 事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類 

   (ｱ) 自動車の自動車検査証の写し 

   (ｲ) 重機の売買契約書又は自主検査記録表 

   (ｳ) 車両保管場所、保管・積替え施設の設置場所の登記事項証明書、公図（又

は地積測量図）（３月以内に取得した原本） 

   (ｴ) 事業の用に供する施設を借用している場合には、賃貸借契約書等使用権

原を証する書類の写し 

 (3) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人

（法定代理人が法人の場合においては、その役員を含む。）の住民票の写し又は

登記事項証明書（３月以内に取得した原本）及び法第７条第５項第４号に規定

する欠格条項に該当しないことを確認する書類 

 (4) その他市長が必要と認めるもの 

（一般廃棄物処分業の許可の申請） 

第３条 法第７条第６項の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする

者は、規則第１６条第１項第２号に規定する一般廃棄物処分業許可申請書に必要

な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する必要な書類は、以下によるものとする。 

 (1) 申請者が個人の場合 

  ア 処分業事業計画書（様式第２号） 

  イ 申請者等に関する書類 

   (ｱ) 申請者及び政令で定める使用人の住民票の写し（本籍（外国人にあって

は、住民基本台帳法第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるもの）

（３月以内に取得した原本） 

   (ｲ) 申請者及び政令で定める使用人が法第７条第５項第４号に規定する欠

格条項に該当しないことを確認する書類（成年被後見人及び被保佐人に該

当しない旨の登記事項証明書及び欠格条項に該当しない者である旨の誓約

書（様式第３号）をいう。） 



  ウ 経理的基礎に関する書類 

   (ｱ) 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法（新規許可申請の場合

に限る。）（様式第４号） 

   (ｲ) 資産に関する調書（様式第５号） 

   (ｳ)  直前３年の所得税（納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの）

及び直前１年の当市が課税する市税に関する納税証明書（３月以内に取得

した原本） 

  エ 営業等に関する書類 

   (ｱ) 組織図（廃棄物処理の部署が記載されたもの） 

   (ｲ) 従業員名簿（様式第６号） 

  オ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類 

   (ｱ) 事業所及び事業場付近の見取図 

   (ｲ) 使用車両一覧表（様式第８号） 

   (ｳ) 場内配置図 

   (ｴ) 中間処理施設の図面、処理能力計算書、仕様書、処理フロー図、カラー

写真（ただし、県知事の設置許可を受けた施設である場合は不要） 

  カ 事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類 

   (ｱ) 中間処理施設の設置場所及び廃棄物の保管場所の登記事項証明書、公図

（又は地積測量図）（３月以内に取得した原本） 

   (ｲ) 中間処理施設の売買契約書の写し 

   (ｳ) 事業の用に供する施設を借用している場合には、賃貸借契約書等使用権

原を証する書類の写し 

 (2) 申請者が法人の場合 

  ア 処分業事業計画書（様式第２号） 

  イ 申請者等に関する書類 

   (ｱ) 登記事項証明書（履歴事項全部証明） 

   (ｲ) 定款又は寄附行為（原本証明したもの） 

   (ｳ) 役員及び政令で定める使用人の住民票の写し（本籍（外国人にあっては、

住民基本台帳法第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるもの）（３

月以内に取得した原本） 



   (ｴ) 役員及び政令で定める使用人が法第７条第５項第４号に規定する欠格

条項に該当しないことを確認する書類（成年被後見人及び被保佐人に該当

しない旨の登記事項証明書及び欠格条項に該当しない者である旨の誓約書

（様式第３号）をいう。） 

  ウ 経理的基礎に関する書類 

   (ｱ) 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法（新規許可申請の場合

に限る。）（様式第４号） 

   (ｲ) 決算報告書（直前２年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書（販

売費及び一般管理費、売上原価が損益計算書の中で一式計上されている場

合には、その内訳書）、株主資本等変動計算書、個別注記表） 

   (ｳ)  直前３年の法人税（納付すべき額及び納付済み額の記載のあるもの）

及び直前１年の石川県が課税する法人県民税及び当市が課税する市税に関

する納税証明書（３月以内に取得した原本） 

  エ 営業等に関する書類 

   (ｱ) 組織図（廃棄物処理の部署が記載されたもの） 

   (ｲ) 従業員名簿（様式第６号） 

  オ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類 

   (ｱ) 事業所及び事業場付近の見取図 

   (ｲ) 使用車両一覧表（様式第８号） 

   (ｳ) 場内配置図 

   (ｴ) 中間処理施設の図面、処理能力計算書、仕様書、処理フロー図、カラー

写真（ただし、県知事の設置許可を受けた施設である場合は不要） 

  カ 事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類 

   (ｱ) 中間処理施設の設置場所及び廃棄物の保管場所の登記事項証明書、公図

（又は地積測量図）（３月以内に取得した原本） 

   (ｲ) 中間処理施設の売買契約書の写し 

   (ｳ) 事業の用に供する施設を借用している場合には、賃貸借契約書等使用権

原を証する書類の写し 

 (3) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人

（法定代理人が法人の場合においては、その役員を含む。）の住民票の写し又は



登記事項証明書（３月以内に取得した原本）及び法第７条第５項第４号に規定

する欠格条項に該当しないことを確認する書類 

 (4) その他市長が必要と認めるもの 

（事業範囲の変更許可の申請）  

第４条 法第７条の２第１項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとす

る者は、規則第１６条第２項第１号の一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可

申請書又は規則第１６条第２項第２号の一般廃棄物処分業の事業範囲変更許可申

請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する必要な書類は、事業範囲の変更を確認するために必要と判断さ

れるものであって第２条第２項又は第３条第２項に準ずるものとする。 

（変更届）  

第５条 法第７条の２第３項の規定による廃止又は変更の届出は、規則第１９条の

一般廃棄物処理業廃止・変更届出書に必要な書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する必要な書類は、廃止又は変更を確認するために必要と判断され

るものであって第２条第２項又は第３条第２項に準ずるものとする。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 


